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「滋賀県内水面漁業振興計画（第３期）」原案に対して提出された意見と 

それに対する滋賀県の考え方について 
 

 

１ 県民政策コメントの結果 

令和７年 12 月 18 日（木）から令和８年１月 19 日（月）までの間、滋賀県民政策コメントに関

する要綱（平成 12 年滋賀県告示第 236 号）に基づき、「滋賀県内水面漁業振興計画（第３期）」原

案についての意見・情報の募集を行った結果、３者（個人：２者、団体：１者）から 18 件の意見・

情報が寄せられました。 

 この意見・情報に対する滋賀県の考え方は次のとおりです。 

 なお、取りまとめにあたり、提出された意見・情報の一部は、その趣旨を損なわない範囲で内

容を要約したものとしています。 

 

２ 提出された意見の内訳 

項目 個人 団体 

Ⅰ １ 計画策定の趣旨 1 件  

Ⅳ １ 水産資源の回復・養殖に関する事項  ２件 １件 

  ２ 漁場環境の再生に関する事項   ６件  

  ３ 内水面漁業の健全な発展に関する事項  １件 ２件 

  ４ その他内水面漁業の振興に関する重要事項  １件  

  ５ 令和 12 年度の目標とする指標  ３件  

資料 １件  

計 15 件 ３件 

 
３ 提出された意見とそれに対する滋賀県の考え方 

No. 頁 行 意見・情報（要約） 意見・情報に関する県の考え方 

Ⅰ はじめに 

 １ 計画策定の趣旨 

１ １ ４３ 

 

滋賀県基本構想と本計

画に関連する各計画群の

実施期間（時系列明示）

と関連性が分かる図を提

示してはどうか。 

本計画は滋賀県基本構想を最上位に、

農業・水産業基本計画を上位計画とす

る階層的な計画体系の中に位置づけら

れており、関連する計画は多岐にわたり

ます。それぞれの計画は、本計画の期間

中に実施期間や内容の改訂が行われる

可能性があるため、計画中に関連性が

判る図の掲載は見送らせていただきま

すが、ご提案の趣旨を踏まえ、今後、ホ

ームページ等で判りやすい表現となるよ

う検討してまいります。 
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No. 頁 行 意見・情報（要約） 意見・情報に関する県の考え方 

Ⅳ 滋賀県内水面業の振興に関する計画 

１ 水産資源の回復・養殖に関する事項 

  （１）琵琶湖漁業 

２ １０ ２３５ セタシジミの資源回復対

策の具体策として、湖底

と瀬田川の耕耘、瀬田川

の水質管理についても追

記してはどうか。 

本県では、セタシジミの長年にわたる資

源低迷に対応するため、瀬田川を含め

た琵琶湖での資源管理や湖底耕耘・水

草除去等の生息環境改善、種苗放流に

よる資源添加といった取組を実施してお

ります。 

ご指摘の項目では、これらの総合的か

つ広範な取組を示しているものであるこ

とから原案のとおりとします。 

 １０ ２３８ 栽培漁業センターは建設

後40年近く経過してお

り、計画中に記載されて

いる「老朽化対策を検討

する」段階は過ぎており、

早急に対策を施さなけれ

ばならない時期に来てい

るので、「検討する」では

なく、「実施する」としてい

ただきたい。 

栽培漁業センターは、本県の栽培漁業

の在り方と密接に関係することから、栽

培漁業の今後の在り方と併せ、優先順

位、実施時期、財源確保等を総合的に

検討する必要があると考えており、本計

画では、原案のとおりとします。 

  （６）特定外来生物やカワウによる被害の防止 

４ １３ 300 瀬田川は国の管理である

が、滋賀県の事業でチャ

ネルキャットフィッシュを

駆除するという理解でよ

いか。また、より具体的に

重大な事態として記載し

た方がよいのではない

か。 

 

 

 

 

 

 

 

チャネルキャットフィッシュの駆除事業

は、現時点においては、漁業被害の未然

防止の観点から、県の事業として実施し

ているものです。本種が琵琶湖へ生息

域を拡大した場合には甚大な漁業被害

が懸念されることから、ご意見を踏まえ

て以下のとおり修正します。 

【原案】チャネルキャットフィッシュについ

ては、琵琶湖への生息域拡大の懸念が

高まっていることから、瀬田川を中心に

徹底的な防除を実施する。 

【修正後】繁殖力が強く、個体数の急速

な増加が懸念されるチャネルキャットフィ

ッシュについては、琵琶湖への生息域拡

大の懸念が高まっていることから、瀬田

川を中心に徹底的な防除を実施する。 
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No. 頁 行 意見・情報（要約） 意見・情報に関する県の考え方 

２ 漁場環境の再生に関する事項 

  （１）漁場環境の再生 

５ １３ ３１７ 琵琶湖と南湖から連続す

る瀬田川は国の管理で県

の水質管理・水草刈り取

りに制限があるのではな

いか。そこで、「南湖の漁

場再生」を「南湖と瀬田川

の漁場再生」と修正して

はどうか。 

本県では、水産資源の生息環境の改善

を目的に、南湖に連続する瀬田川でも

水草除去等の取組を実施していること

から、ご意見を踏まえて以下のとおり修

正します。 

【原案】 

「在来魚の回復の兆しが見られている南

湖の漁場再生をより確実なものとするた

め、」 

【修正後】 

「在来魚の回復の兆しが見られている南

湖および接続している瀬田川の漁場再

生をより確実なものとするため、」 

 

 

 

 

６ １４ ３１９ 魚類の放流については、

長期的には魚類群集に悪

影響をもたらすという研

究成果が出ており、記述

されている「環境保全を

目的とした在来魚の放

流」は、その効果が不明

瞭であり、必然性も少な

いことから、中止すべきで

あると考えます。 

水産試験場の研究により、水草を摂食

するワタカの放流は、水草対策に有効で

あると考えられることから、原案のとおり

とします。 

なお、放流にあたっては、対象種のみな

らず、他の水産動物に対する影響にも

配慮しながら、水産資源の保全に努め

てまいります。 

７ １４ 320 

322 

「水ヨシ帯の機能の回復・

保全」と「有用なヤナギ等

の保全」について、ネイチ

ャーポジティブの観点か

ら324行目と同様に「保

全および再生」とすること

を提案いたします。 

水ヨシ帯については、ヨシ帯の造成によ

り、その機能を回復させたうえで保全を

図ってまいります。 

また、造成ヨシ帯に自生したヤナギ等

は、時間の経過に伴う陸地化や日照阻

害を招き、ヨシの成育を妨げる懸念があ

ります。そのため、産卵に有用なヤナギ

等は保全に努める一方で、人為的な植

栽は行っていないことから、原案のとお

りとします。 
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No. 頁 行 意見・情報（要約） 意見・情報に関する県の考え方 

８ １４ ３３７ 魚類の生息環境保全手

法としての「土砂の有効

活用」とはどのようなこと

か、わかりにくいので具

体例をあげてください。ダ

ムによる土砂の堰き止め

で産卵場所が減少した河

川への土砂還元などを実

施予定されているのかと

想像いたします。 

産卵場所が減少した河川への土砂還元

も一例として考えられます。しかし、魚類

の生息環境改善手法には、様々な方法

が考えられるとともに、流域の安全性の

確保との両立が求められます。このた

め、治水・利水・環境保全にかかる関係

法令を踏まえながら、科学的根拠に基づ

いて個々の状況に応じた取組を進める

必要があることから、原案のとおりとしま

す。 

９ １４ ３４０ 現行計画の「効果的な魚

道の整備や維持管理」と

いう、魚道に限定した文

言がなくなったことは改善

と思います。ただし、良い

計画には具体的であるこ

とが必須ですので、「不要

な障害物の撤去や、効果

の薄い魚道の改修など、

河川の維持管理に努め

る」と加筆することを提案

いたします。 

本県では、在来魚の遡上・降下を容易に

するため、落差工への魚道設置や魚道

に堆積した土砂の撤去といった取組を

実施しております。 

ご指摘の項目では、これらの施策を総

合的・段階的に推進するための取組を

示したものであることから、原案のとおり

とします。 

 

 

 

 

  （３）自然との共生および環境との調和に配慮した河川整備の推進 

10 １５ ３４4 国が管理する瀬田川洗

堰の開閉など国が管理す

る行為には県の内水面漁

業からの協議・連携が今

後、重要になるのではな

いか。その旨、追記しては

どうか。 

瀬田川洗堰操作規則に基づいて運用さ

れていますが、既に水産業の観点も踏ま

えて国との意見交換等に取り組んでい

るところであり、引き続き、連携を進めて

いくことから、原案のとおりとします。な

お、本計画は法に基づき、河川管理者で

ある国との協議を行ったうえで策定する

こととしています。 
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No. 頁 行 意見・情報（要約） 意見・情報に関する県の考え方 

 ３ 内水面漁業の健全な発展に関する事項 

  （３）湖魚の消費拡大の取組等の支援 

11 １７ 391 湖魚の消費拡大に対して

は漫然としたPRでは今ま

でと同様に効果は上がら

ないと思われる。ターゲッ

トを明確にして、行うべき

である。 

湖魚の消費拡大に向け、湖魚の魚種、

産地・旬といった特徴を踏まえた上で、

具体的なターゲット層を設定し、各層に

適切な訴求を展開してまいります。 

１２ １７ ３９1 水産物だけでなく「琵琶

湖」をブランドとして広く

価値を高めたうえで「琵

琶湖ブランド」として滋賀

県産品をアピールできる

ようにすべきである。 

 

 

 

 

ご意見を踏まえ、今後の施策を進めるう

えで参考といたします。 

  （４）本県漁業に対する理解と関心の増進 

１３ １８ ４１7 条文中から「地域での放

流体験活動の開催」を削

除することを強く要望。 

現在では放流が魚類個

体群集に悪影響を与える

ということが指摘されて

います。また、外来種対

策、地域ごとの生物の遺

伝的多様性の保護の点

からも生物を野外に放つ

ことは厳しく制限されてい

ます。特に子供に対して

「生物を野に放つことは

良いことである」と誤解さ

れやすい体験はさせるべ

きではありません。 

ここでの「放流体験活動」とは、漁業法に

定める第5種共同漁業権に義務付けら

れた増殖事業に併せて取り組む活動を

想定しているものです。加えて、河川漁

業の役割や制度、河川環境について、県

民、特に次世代を担う子ども達に理解し

てもらう効果を期待するものであること

から、原案のとおりとします。 

なお、活動の実施にあたっては、参加者

に対して、生物のむやみな放流がもたら

す危険性などについて啓発するよう努

めてまいります。 
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No. 頁 行 意見・情報（要約） 意見・情報に関する県の考え方 

 ４ その他内水面漁業の振興に関する重要事項 

  （１）試験研究および学びに資する施設の機能強化 

１４ １８ ４２3 試験研究および学びに資

する施設の機能強化の対

象施設に琵琶湖環境科

学研究センターを加えて

はどうか。 

当該項目では、産業としての内水面漁

業の振興を担う試験研究機関の機能強

化について記述するものです。一方、琵

琶湖環境科学研究センターは琵琶湖と

滋賀の環境に関する課題の解決を目的

とした機関であることから、原案のとおり

とします。 

なお、琵琶湖環境科学研究センターと

は、琵琶湖の漁場生産力の評価と回復

や気候変動（温暖化等）の影響への対応

といった水産分野の様々な課題におい

て連携していくこととしています。 

 ５ 令和12年度の目標とする指標 

１５ １９ 目標

１ 

琵琶湖漁業の漁獲量の

現状値と目標値につい

て、種類別、あるいは、①

エビ類、②貝類、③魚類

とする目標値にしてはど

うか。 

本計画では、季節や地域に応じて様々

な魚種を漁獲する琵琶湖漁業全体の成

果指標値として総漁獲量を目標値とし

て設定していることから、原案のとおりと

します。 

１６ １９ 目標

１ 

本計画の成果指標項目

「琵琶湖の漁獲量（外来

魚除く）」と滋賀県基本構

想の成果指標項目「琵琶

湖漁業の漁獲量（㌧）」が

同意であれば統一しては

どうか。 

 

ご指摘のとおり、「琵琶湖漁業の漁獲量

（㌧）」と「琵琶湖の漁獲量（外来魚除

く）」は同意です。このため、基本構想の

改定等のタイミングにおいて、より分か

りやすい表現となるよう改善してまいり

ます。 
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No. 頁 行 意見・情報（要約） 意見・情報に関する県の考え方 

１７ １９ 目標 

1８ 

令和12年度の醒井養鱒

場の入場者数の目標値

が現状値よりも減少し

ている。なぜ入場者を減

らそうとしているのか。 

現状値である令和6年度の入場者数

は、展示しているコバルトビワマスが

SNS等で話題となり、入場者数が大幅

に増加した特異的な年でした。目標値

の考え方は、令和6年度とコロナ禍に

よる特異期間を除いた5年間で、最も

入場者数の多かった令和元年の水準

に回復させようとするものです。 

【参考】醒井養鱒場の入場者数 

H29：42,432人 R３：33,090人 

H30：46,676人 R４：41,592人 

R元：47,100人 R５：42,766人 

R２：38,610人 R６：60,783人 

資料 「滋賀県内水面漁業振興計画」用語解説 

18 ２２ 資料 用語解説にチャネルキ

ャットフィッシュの概

要と駆除の緊急性を追

記してはどうか。 

本種が琵琶湖へ生息域を拡大した場

合には甚大な漁業被害が懸念される

ことから、ご意見を踏まえて用語解説

に追記します。 

 

 


